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松阪市における総合事業の実施について            （H28.9.16 時点） 

 

介護保険の制度改正により、松阪市では市内全域で平成 29年 4月から「新しい介護予防・日常生活

支援総合事業」（一般的に「総合事業」と呼んでいます。）を実施いたします。 

 

この「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」（総合事業）は、大きく分けると 

・「介護予防・生活支援サービス事業」と 

・「一般介護予防事業」 

の２つの事業で構成されます。 

 

「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援者に相当する方、つまり要支援認定を受けた方と

基本チェックリストのリスクに該当した方が利用できる事業で、次の４つのサービスがあります。 

サービスの類型 主な内容 

訪問型サービス 掃除・洗濯等の日常生活上の支援を提供する（現行の訪問介護など） 

通所型サービス 機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する（現行の通所介護など） 

生活支援サービス 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する 

介護予防ケアマネジメント 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントする 

※総合事業で用いる「介護予防ケアマネジメント」は、従来の二次予防事業で用いていた「介護

予防ケアマネジメント業務」とはすこし異なる意味をもっています。総合事業が開始されると、

制度上、二次予防事業は廃止されます。 

 

「一般介護予防事業」は、第１号被保険者の全ての方、またその支援のための活動にかかわる方へ

の事業で、次の５つの事業があります。 

事業の類型 主な内容 

介護予防把握事業 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把

握し、介護予防活動へつなげる 

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う 

地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 

一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業

の評価を行う 

地域リハビリテーション活

動支援事業 

介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民

主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施する 

 

上記を図示すると、次のようになります。 
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次に、項目ごとに内容を掲載しましたので、ご確認ください。 

 

 

1.1 介護予防・生活支援サービス事業（以下「予防・生活サービス事業」） ……（Ｐ3～） 

 

1.2 予防・生活サービス事業の類型      ……（Ｐ5～） 

 

1.3 予防・生活サービス事業の利用にかかる手続き    ……（Ｐ7～） 

 

1.4 介護予防・ケアマネジメント      ……（Ｐ9～） 

 

1.5 事業者の指定        ……（Ｐ12～） 

 

1.6 サービス種類コードと単価等      ……（Ｐ14～） 

 

1.7 給付管理        ……（Ｐ16～） 

 

1.8 介護給付費請求       ……（Ｐ19～） 

 

1.9 基本チェックリスト       ……（Ｐ20～） 

 

1.10 サービスの併用と多様なサービス（ＡとＢ）について   ……（Ｐ23～） 

 

2.1 総合事業にかかる関係要綱、様式について    ……（Ｐ26～） 

 

2.2 総合事業にかかる主な質疑応答      ……（Ｐ27～） 
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1.1 介護予防・生活支援サービス事業（予防・生活サービス事業） 

 

事業の開始時期 

松阪市では、平成 29年 4月から市内全域で実施いたします。 

ただし、一部の市内デイサービス事業所で平成 28年 11月 1日からモデル実施を行います。 

このモデル実施の内容については、要介護等の認定を持たない「生きがい活動支援通所事業」を利

用の方（デイサービス事業所の空き定員利用）に対して基本チェックリストを行い、リスク該当者

となった方を予防・生活サービス事業として利用いただく形となります。 

（※基本チェックリスト⇒1.9の項を参照） 

 

サービスの対象者 

このサービスの対象者は、 

 ・要支援認定を受けた要支援者(要支援１・２)と、 

 ・基本チェックリストによるリスク該当者である介護予防・生活支援サービス事業対象者 

です。 

要支援者は、今までと同様に予防給付のサービスも受けることができますが、要支援認定されてい

ない介護予防・生活支援サービス事業対象者は予防給付のサービスは受けることができません。 

以下、介護予防・生活支援サービス事業対象者を、“事業対象者”と呼びます。 

 

 

介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、予防・生活サービス事業に移行 

予防・生活サービス事業が始まると、これまで予防給付であった介護予防訪問介護と介護予防通所

介護は予防・生活サービス事業に移行されます。しかし、これは、介護予防訪問介護と介護予防通

所介護が、予防・生活サービス事業の開始ですぐに終了するという意味ではありません。 

移行を円滑に進めるため、予防・生活サービス事業が始まった以降でも、すでに要支援認定を受け

ている者は、その認定期間が更新されるまでは従来の予防給付の介護予防訪問介護、介護予防通所

介護を受けることができ、要支援の認定期間は最長１年間のため、予防・生活サービス事業の開始

から１年間ですべての要支援者が予防・生活サービス事業に移行することになります。 

平成 29年 4月から市内全域で漏れなく予防・生活サービス事業に移行するため、29年 4月以降に要

支援の認定更新時期が来て、引き続き要支援者となられる方、又は事業対象者の方から順に予防・

生活サービス事業に移行していきます。 

このため松阪市において介護予防訪問介護と介護予防通所介護がすべて終了するのは、平成３０年

３月末となります。 
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予防・生活サービス事業のサービスの実施方法 

予防・生活サービス事業のサービスの実施方法には４つの形態があります。 

○市町村の直接実施･･市町村の職員が直接利用者に支援等を行うもの 

○委託による実施･･介護サービス事業者やＮＰＯ・民間企業に、要支援者等に対する支援等の提供

を委託するもの 

○指定事業者によるサービス提供･･今の給付(予防給付など)と同様に、市町村長が指定した事業者

が要支援者等にサービスを提供するもの 

○ＮＰＯやボランティア等への補助･･地域において活動しているＮＰＯやボランティア等に対して、

要支援者に対するサービス提供などを条件として、その立ち上げ経費や活動に要する費用を補助(助

成)するもの 

 

松阪市では、当面の間、介護事業所（指定事業者）による今の給付（予防給付など）と同様のサー

ビスとしつつ、指定事業者の緩和した基準によるサービスやボランティア等の住民主体サービスづ

くりを進めます。時間を追って、サービスの拡充を図ります。 

 

（利用者における総合事業のメリットや変更点等） 

項  目 国の考え方 松阪市の対応 

保険料滞納等による

給付制限について 

一律には課さない。

各市町村で判断。 

松阪市では、総合事業で給付制限は行ないません。 

（給付制限を行うと、サービス自己抑制が働き、本人

の状態悪化に繋がる可能性が高いため） 

サービス利用料につ

いて 

従来の月額報酬に

加え、１回あたり単

価も利用可能。 

現行の訪問介護や通所介護に相当するサービスで、１

回あたりの単価も利用できます。これは他のサービス

と合わせて利用する場合です。 

（同じ月に現行相当と緩和型サービスを組み合わせ

て使う場合や、そもそも利用回数が少ない場合など） 

利用料（自己負担）に

ついて 

現行に相当するサ

ービスは１～２割。 

現行に相当するサービスは国の規定どおり１～２割

ですが、新サービスにおいては現行サービスより低額

なサービスを実施予定です。 

要支援認定の有効期

間について 

総合事業が開始す

ると、最長２年間。 

松阪市では市内全域で総合事業に移行する平成 29 年

4 月以降、要支援（更新）は最長２年に変わります。 

チェックリスト判定

の有効期間について 

有効期間という考

え方はない。 

松阪市では２年間とする予定です。 

（本人の状態像を定期的に確認するため） 

 

 

（問１） 

総合事業がはじまると、要支援の方はサービスが使えなくなるのではないか。 

また利用が制限されるのではないか。 

市民の方などから、このようなご質問をいただくことがありますが、 

事業の実施方法が変わるだけで、総合事業になっても、これまでどおりサービス利用が可能です。 

また、これまでの介護予防訪問介護や介護予防通所介護のほかに、利用料を抑えた新サービスを作って

いく予定ですので、利用の幅は広がるものと考えています。 

今後、市の広報やホームページ等で周知をしていきます。 

たしかに内容がわかりにくいとの指摘もあり、関係者の方への説明会を開催するとともに、わかりやす

いリーフレット等の作成も行っていきたいと考えています。 

 

（問２） 

総合事業のことは、利用者や関係者に十分理解されていない。 

利用者などへの制度の周知が必要ではないか。 
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1.2 予防・生活サービス事業の類型 

 

予防・生活サービス事業は、冒頭ご紹介したとおり 

訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。 

各サービスには国が示した典型例があり、松阪市ではその例を踏まえ地域の実状に応じたサービス

内容として次のように実施する予定です。 

 

 

訪問型サービスは、 

 ①現行の訪問介護に相当するサービス（ヘルパー事業所が提供します）と、 

それ以外の多様なサービスで構成されます。実施予定の多様なサービスは、次のとおりです。 

 ②訪問型サービスＡ･･雇用労働者が行う緩和した基準によるサービス 

 ③訪問型サービスＢ･･住民主体による支援 

 

現在、訪問型サービスＡとＢの実施団体はありませんので、今後公募等により実施を目指します。 
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通所型サービスは、 

 ①現行の通所介護に相当するサービス（デイサービス事業所が提供します）と 

それ以外の多様なサービスで構成されます。実施予定の多様なサービスは、次のとおりです。 

 ②通所型サービスＡ･･雇用労働者が行う緩和した基準によるサービス 

 ③通所型サービスＢ･･住民主体による支援 

 
現在、通所型サービスＡとＢの実施団体はありませんので、今後公募等により実施を目指します。 

 

 

生活支援サービスは、 

 ①栄養改善を目的とした配食、②住民ボランティア等が行う見守りなどで構成されます。 

 

松阪市が高齢者福祉サービスとして行ってきた「配食サービス」は今後も継続して実施します。 

 ※（配食事業者の方へ）配食サービスにかかる市の補助は、食材費の補助のためではなく、栄養

改善を兼ねた見守りに要する費用です。食材費などの実費についてはご利用者に負担をしてい

ただくようお願いします。 

 

上記のサービス利用にかかる「介護予防ケアマネジメント」については、1.4 の項をご覧ください。 
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1.3 予防・生活サービス事業の利用にかかる手続き 

 

予防・生活サービス事業などのサービスを利用しようとする方は、まず市（又は地域包括支援セン

ター）の窓口に相談します。市では、明らかに要介護１以上と判断できる場合は要介護認定を申請

させます。明らかにお元気な方で、予防・生活サービス事業の対象外と判断できる場合は一般介護

予防事業にまわります。 

この場合、本人の主訴や対象者確認票（松阪市独自のものです）によって要介護申請か必要かどう

かをまず確認して、必要な方には要介護認定の申請を勧め、その後チェックリストによって要介護

認定、サービス事業(総合事業)対象者、一般介護予防事業などを判断します。(基本チェックリスト

は→1.9の項を参照ください) 

 

ただし 40歳～64歳の第２号被保険者の方は、予防・生活サービス事業を使いたい方でも、チェック

リストを行うのではなく、必ず要介護認定の申請が必要です。 

 

なお、本人の状態により明らかに要介護１以上と判断できる場合のほかにも、松阪市では、基本チ

ェックリスト（25項目）で 18項目以上該当した場合は、要介護に該当する恐れがあるとして、窓口

で介護申請を勧めることとしています。 

 

また事業対象者は、基本的に利用できるサービスは要支援１の限度額以内となります。 

しかし退院直後で集中的なサービスが必要な場合などのほか、基本チェックリスト（25項目）で 16

項目以上該当した場合も要支援２に相当する可能性があると考え、本人の希望など確認のうえで要

支援２の限度額以内まで利用できるものとします。 

 

要支援１・２の方は、予防・生活サービス事業が始まっても、これまでどおりそれぞれの限度額以

内までサービスの利用が可能です。ただし以下のことに注意が必要です。 

要支援１⇒「介護予防給付」＋「予防・生活サービス事業」の合計で、要支援１の限度額以内 

要支援２⇒「介護予防給付」＋「予防・生活サービス事業」の合計で、要支援２の限度額以内 

事業対象者⇒「予防・生活サービス事業」で、要支援１の限度額以内（介護予防給付は使えない） 

    ※ただし退院直後やチェックリスト 16項目以上に該当などの場合、要支援２の限度額以内 

 

 

〔注意点〕 

事業対象者の方にも、被保険者証が発行されます。 

※介護保険最新情報 vol.411（平成 27年 1月 9日）の第 4の問 5 

発行のタイミングは、 

総合事業の予防・生活サービス事業を利用する際には、「地域包括支援センターから介護予防ケアマ

ネジメントを受けることを利用者から市へ届け出ることとし、その届出があった場合に、市は受給

者台帳に登録し、被保険者証を発行する」こととなっています。 

したがって介護予防ケアマネジメントの依頼届出を行わない限り、市としてはサービス事業対象者

として登録はせず、被保険者証を発行することはありません。 

 

要支援から事業対象者となるときは、介護予防ケアマネジメントの依頼届出が必要です。 

※介護保険最新情報 vol.411（平成 27年 1月 9日）第 4の問 6 

要支援の方が予防給付から総合事業の予防・生活サービス事業へ変わる場合は、同じ要支援であり、

届出は必要ありません。 

しかし、要支援から事業対象者となった場合は、介護予防ケアマネジメント依頼届出により事業対

象者として登録するため、届出書の提出が必要です。この届出書は、本人、家族、包括支援センタ

ー等が代理（本人自署）で行うことが可能です。 
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要介護認定の結果、 

○要介護１～５と認定された場合は、居宅介護支援により介護給付(のサービス)を受けることにな

ります(あるいは介護保険施設への入所なども)。 

○要支援１・２と認定された場合は、介護予防支援あるいは介護予防ケアマネジメントにより、予

防給付や予防・生活サービス事業のサービスを受けることになります。また本人の希望その他によ

っては、一般介護予防事業となる場合があります。 

○非該当の場合は、本人の移行を確認のうえ、その後チェックリストを受けていただきます。チェ

ックリストによって事業対象者と判断された場合は、介護予防ケアマネジメントによって予防・生

活サービス事業や一般介護予防事業などを受けることになります。 

 

 
 

       非該当の方は、ここでチェックリストを受けていただきます。 

       結果、サービス事業対象者であれば、総合事業のサービスが利用可能です。 

 

 

 

予防給付を利用される方は、要介護認定の申請が必要です。 

したがって福祉用具購入や住宅改修のみを希望の場合も、要介護認定の申請が必要です。 
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1.4 介護予防・ケアマネジメント 

 

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが要支援者等に対するアセスメントを行い、

その状態や置かれている環境に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを

作成するものです。介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同じく、地域包括支援センター

から居宅介護支援事業者に委託することができます。 

※なお地域包括支援センターから居宅介護支援事業者に委託できる件数に、制限はありません。 

 （すなわち居宅介護支援事業所が受託できる件数に制限はありません） 

 

1. 介護予防支援と介護予防ケアマネジメント費の関係 

要支援者で介護予防支援または介護予防ケアマネジメントの結果、予防給付のサービスを利

用する場合は、予防給付の介護予防サービス計画費が支給されますが、予防給付のサービス

を利用しない場合は、介護予防ケアマネジメント費が支給されます。 

予防・生活サービス事業対象者の場合は、介護予防ケアマネジメント費が支給されます。 

 

 

2. 介護予防ケアマネジメントの３パターン 

介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態、基本チェックリストの結果、また本人の希望

するサービスなどを踏まえて、 

■現行の予防給付に対するケアマネジメントと同様、アセスメントによってケアプラン原案

を作成し、サービス担当者会議を経て決定する…原則的な介護予防ケアマネジメント 

■初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施し、ケアマネジメントの結果を利

用者に説明し、理解してもらった上で住民主体の支援等につなげる…初回のみの介護予防ケ

アマネジメント 

■サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリ

ング時期を設定し、評価とケアプランの変更を行う…簡略化した介護予防ケアマネジメント 

の３パターンに分けて行います。 

↓ 

①原則的な介護予防ケアマネジメント(＝ケアマネジメントＡ)は、主に、訪問型・通所型サ

ービスにおいて指定事業者のサービスを利用するケースや、訪問型サービスＣ、通所型サー

ビスＣを組み合わせた複数のサービスを利用するケースで、→今の介護予防支援に相当する

ものです。 

②簡略化した介護予防ケアマネジメント(＝ケアマネジメントＢ)は、主に、ケアマネジメン

トＡや(次の)Ｃ以外のケースで、緩和した基準によりケアマネジメントを行うもので、→サ

ービス担当者会議やモニタリングを、適宜、省略することができます。 

③初回のみの介護予防ケアマネジメント(＝ケアマネジメントＣ)は、ケアマネジメントの結

果、主に、補助に相当するようなサービスや配食などその他の生活支援サービス、または、

一般介護予防事業につなげるケースで、→基本的に、利用開始時にのみ行うものです。 

このＡ・Ｂ・Ｃ３つのケアマネジメントのパターンに対応した具体的なアセスメント・ケア

プラン等の考え方は次のようになります。 
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介護予防ケアマネジメント費の請求 

予防給付の介護予防支援では、給付管理票を作成した場合に報酬(介護予防サービス計画費)を請求

することができますが、予防・生活サービス事業では指定事業者が提供するサービスを除き、給付

管理票がありません。介護予防ケアマネジメント費の請求の仕方は、すこし複雑で、次のように、

ケアマネジメントのパターンによって異なります。 

①原則的なケアマネジメント(Ａ)で、指定事業者のサービスを利用する場合は、毎月、報酬を市に

請求します。指定事業者のサービスを利用する場合は給付管理票の作成が必要になります。 

②簡略化したケアマネジメント(Ｂ)では、サービス担当者会議やモニタリングを行わなかった月は、

それ相当分をマイナスした報酬を市に請求します。 

③初回のみのケアマネジメント(Ｃ)では、初回(サービス提供を開始した月)のみ、報酬を市に請求

します。 

 

以上を踏まえ、松阪市におけるケアマネジメントにかかる単価は次のように設定します。 

サービス種別 サービス単価（1単位＝10円） 居宅への委託料 

介護予防支援 介護予防支援の単価 

 

いずれも単価より

250円を減額 

（振込手数料などの

事務費を考慮） 

 

 

 

 

 

 

ケアマネジメントＡ 介護予防支援に準ずる 

介護予防支援の基本報酬 430 単位。 

初回加算 300単位。 

介護予防小規模多機能連携加算 300 単位。 

ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＡから減額した額 

介護予防支援の基本報酬×50％＋100＝315 単位 

初回加算 300単位。（同額） 

ケアマネジメントＣ ケアマネジメントＡから減額した額 

4300円/月 （1月に限る。） 

（基本報酬×30％＋初回加算分を考慮＝430単位） 

 期間を開けずに、介護予防支援からケアマネジメント（Ａ・Ｂ）に移る場合は、初回加算は算定

できません。ケアマネジメントＣでは、初回加算分を考慮していますが加算ではありません。 
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サービス提供開始の翌月から３カ月を１クールとしたときのケアマネジメント費の請求は次のよう

になります。なお、介護予防ケアマネジメント費(の額)は、国が規定する単位数を上限として市町

村が決めるものです(→後述)。 

 

 

 

ケアマネジメントにおける様式 

介護予防ケアマネジメントに関する様式は、基本的に予防給付で用いている様式を活用します。 
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1.5 事業者の指定 

 

これまで介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定は県が行っていました。 

しかし予防・生活サービス事業の事業者は、市が指定します。（地域密着型サービスと同様です） 

  

1. 遵守すべき基準 

事業者指定のための基準は、市がサービスの種類や内容に応じて独自に定めることができま

すが、市は次の４点の基準を、必ず指定に係る基準として規定します。 

 ○事故発生時の対応 

 ○従事者または従事者であった者による秘密保持 

 ○従事者の清潔保持と健康管理の管理 

 ○廃止・休止の届出と便宜の提供 

 

2. 指定の有効期間 

松阪市では、予防給付の一律６年と同様、予防・生活サービス事業も一律６年とします。た

だし 現在の介護予防訪問介護、介護予防通所介護が制度上、平成 30年 3月 31日までとな

るために県による指定はその時点までとなります。 

 

 

3. 施行時の経過措置 

みなし指定：平成２７年３月３１日(2015.3.31)時点で介護予防訪問介護、介護予防通所介

護の指定を受けている事業者は、すべての市町村において、予防・生活サービス事業の指定

を受けたものとみなされます。これにより、利用者は、みなし指定の事業所は全国どの市町

村の事業所でも利用することができます。 

このみなし指定の有効期間は、原則として、平成２７年４月から３年間(平成 30年 3月 31

日まで)ですので、みなし指定の事業者は、平成３０年４月以降はそれぞれの市町村への更

新申請が必要となります。なお、平成２７年４月以降に指定された事業者は経過措置の対象

ではありませんが、松阪市では一旦同じく平成 30年 3月 31日までとします。 

 

その後については、現在、各事業所が受けている（要介護の方の）通所介護又は地域密着型

通所介護の指定期間までが、予防・生活サービス事業の更新時における指定期間とします。 

 

 

事業所（介護予防訪問介護、介護予防通所介護）の指定期間について 

 緩和型サービスＡ 総合事業 総合事業の事業所指定期間 

27年 3月末までに開

設した事業所 （Ｏ） 

実施しない みなし指定（申請不要） 平成 30年 3月 31日まで（以降、更新申請） 

実施する 新規申請による指定 

（生きがい事業所は 28

年 11月までに申請） 

介護サービス事業所の指定期間と同期間

（以降、更新申請） 

※指定数ヵ月後～最大６年後に更新 

27年4月以降に開設

した事業所 （Ｐ） 

実施の有無に関

係なく 

※ただし介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、制度改正のため平成 30年 3月 31日までが県の指定期限である。 
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他市町村における事業者の指定 

予防・生活サービス事業は市町村の地域支援事業であるため、ある市町村(例：Ａ市)の利用者が

利用できるサービス事業者は、その市町村(Ａ市)が指定したサービス事業者だけとなります。 

これを事業者側からみると、Ａ市の指定を受けているサービス事業所が、他の市町村(例：Ｂ市)

の利用者にサービスを提供するためには、事業所は、その利用者の市町村(Ｂ市)からも指定を受

けなければなりません。 
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《以下は、介護予防・生活支援サービス事業の給付管理と報酬請求》 

1.6 サービス種類コードと単価等 

 

予防・生活サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス(配食・

見守り・その他)と介護予防ケアマネジメントがあります。 

1. サービス種類コード 

サービス種類コードと内容は次のようになっています。 

 

1. みなし指定とは、平成２７年３月３１日時点で介護予防訪問介護、または、介護予防通所介

護の指定を受けている事業者は、予防・生活サービス事業の指定を受けたものとみなされる

ことをいいます。 

2. サービスの単価などの考え方 

給付管理や報酬請求に必要となる各サービスの単位数、地域単価、サービスコード・名称、

利用者負担の割合・額、支給限度額管理の対象か否かなど、国が規定するものもありますが、

松阪市においては次のようになります。 

 

 

［訪問型サービス(A1～A4)の単価・利用者負担・限度額管理など］ ※松阪市では A4は使いません 

種 類

ｺｰﾄﾞ 

ベースと 

なるもの 

算定 

構造 

単位数 地域単価 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ 

名称 

利用者負担 

額や割合 

限度額管理 

Ａ１ 介護予防 

訪問介護 

国が 

規定 

国が規定 国が規定 国が規定 国が規定 予防給付と同様 

定率 

（1～2割） 

国が規定 

（対象） 

Ａ２ 国の規定 

と同じ 

国の規定 

と同じ 

Ａ３ なし 市が 

規定 

市が規定 市が規定 市が規定 市が規定 

定率（1割） 

市が規定 

（対象） 
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［通所型サービス(A5～A8)の単価・利用者負担・限度額管理など］ ※松阪市では A8は使いません 

種 類

ｺｰﾄﾞ 

ベースと 

なるもの 

算定 

構造 

単位数 地域単価 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ 

名称 

利用者負担 

額や割合 

限度額管理 

Ａ５ 介護予防 

通所介護 

国が 

規定 

国が規定 国が規定 国が規定 国が規定 予防給付と同様 

定率 

（1～2割） 

国が規定 

（対象） 

Ａ６ 国の規定 

と同じ 

国の規定 

と同じ 

Ａ７ なし 市が 

規定 

市が規定 市が規定 市が規定 市が規定 

定率（1割） 

市が規定 

（対象） 

 

［介護予防ケアマネジメント］ 

介護予防ケアマネジメントに関しては、現在、松阪市では国保連請求ではなく、松阪市へ請求して

いただく形をとっています。ただしサービス利用確認のため、給付管理業務は行う必要があります。 

従来どおり、介護予防支援については国保連請求のままです。 

 

地域単価 

松阪市は、地域区分が「その他」（0％）であるため、１単位あたり１０円です。 
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1.7 給付管理 

 

予防・生活サービス事業では、原則として、指定事業者の行うサービスは給付管理が行われます。 

 

1．利用者による限度額管理の違い 

要支援者は、従来の予防給付を利用しながら予防・生活サービス事業を利用することが考えら

れるため、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と予防・生活サービス事業を一体的に限

度額管理します。 

一方、要支援者ではない事業対象者は、指定事業者のサービスを利用する場合に限度額管理が

行われます。 

※上記のことについては、1.3の項においても説明しているので、ご参照ください。 

 

2．限度額管理の対象となるサービス 

訪問型サービス、通所型サービスのうち、Ａ１・Ａ２、Ａ５・Ａ６は、そもそも介護予防訪問

介護、介護予防通所介護相当であるため、支給限度額管理の対象です。 

また、Ａ３、Ａ７の緩和型サービスＡについても限度額管理を行います。 

その他のサービスＢなどは、限度額管理は行いません。 

介護予防ケアマネジメントは、利用者負担がないため限度額管理の対象ではありません。 

 

3．限度額の値 

要支援者の限度額は、もともとの予防給付の支給限度基準額になります。 

予防・生活サービス事業対象者の限度額は、予防給付の要支援１の限度額以内となります。た

だし、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような

ケースなど、利用者の状態によっては予防給付の要支援２の限度額以内とします。 

このことは、1.3の項でも説明しているので、ご参照ください。 

 

［予防・生活サービス事業の限度額］ 

利用者 限度額 
管理対象のｻｰﾋﾞｽ  

予防給付 ｻｰﾋﾞｽ事業 

要支援１ 5003単位 ○ ○ 予防給付＋予防・生活サー

ビス事業の合計で管理 要支援２ 10473単位 ○ ○ 

事業対象者 基本は、5003単位 

最大で、10473単位 

 ○ 利用者の状態により、要支

援２の限度額まで 

 

1. サービス利用表・別表 

限度額管理をするサービスではサービス利用票別表を作成してください。 

 

2. 給付管理票 

予防・生活サービス事業のサービスで限度額管理をしたものについては、地域包括支援セン

ターが、サービス種類と単位数などを、今の介護給付、予防給付の給付管理票(様式第十一)

に記載します。予防給付のサービスも併せて利用した場合は、両方のサービスを一緒に記載

することになります。様式には総合事業などの文字がすこし加わりましたが、レイアウトは

変わりません。 
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給付管理票では、予防給付のサービスと予防・生活サービス事業のサービスを、同じ１枚に記載す

ることになります。したがって、給付管理票の作成と報酬の請求には、次のように４つのパターン

があることになります。（【注】報酬において、松阪市への請求の場合あり） 

  (a)要支援者の場合  

   ①予防給付だけを利用する･･介護予防支援 

給付管理票 予防給付のサービス → 国保連 

報酬 介護予防サービス計画費 → 国保連 

 

   ②予防給付と予防・生活サービス事業を利用する･･介護予防支援 

給付管理票 

 

予防給付のサービス 

＋予防・生活サービス 

→ 国保連 

 

報酬 介護予防サービス計画費 → 国保連 

 

   ③予防・生活サービス事業だけを利用する･･介護予防ケアマネジメント 

給付管理票 予防・生活サービス → 国保連 

報酬 介護予防ケアマネジメント費 → 松阪市 

    松阪市は、介護予防ケアマネジメント費の支払い事務を国保連に委託していません。 
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  (b)予防・生活サービス事業対象者の場合  

   ④予防・生活サービス事業を利用する･･介護予防ケアマネジメント 

給付管理票 予防・生活サービス → 国保連 

報酬 介護予防ケアマネジメント費 → 松阪市 

松阪市は、介護予防ケアマネジメント費の支払い事務を国保連に委託していません。 
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1.8 介護給付費請求 

 

予防・生活サービス事業のサービスの介護給付費請求書は、今の介護給付、予防給付のものとは別

に、新たな様式を用います。 

  

1. 介護給付費請求書 

様式は次の２つです。 

介護予防・日常生活支援総合事業費請求書(様式第一の二)  請求金額の明細 

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(様式第二の三)  各サービスの明細 

 

 

2. ＣＳＶは介護給付、予防給付のものとは別に(別のＣＳＶとして)作成します。 

なお、介護給付、予防給付の明細書と同じように、予防・生活サービス業の介護給付費明細

書の給付費明細欄は、住所地特例対象者へのサービスと、他の者へのサービスとで分かれま

す。 

 

 

3. 公費 

予防・生活サービス事業のサービスの利用者負担は公費(生活保護の介護扶助)の対象となり

ます。 

このため、予防給付と同様、指定事業者による予防・生活サービス事業（Ａ１、Ａ２、Ａ３、

Ａ５、Ａ６、Ａ７）については利用者負担があれば、それは生活保護の公費の対象となりま

す。なお、介護予防ケアマネジメントは、予防支援と同様に利用者負担はありません。 

 

4. 高額介護サービス費 

指定事業者によるサービスは高額介護サービス費の対象となります。 

したがって、訪問型サービスＡ１、Ａ２、Ａ３と、通所型サービスＡ５、Ａ６、Ａ７は高額

介護サービス費の対象です。 

ただし委託や補助などによるサービスは、高額介護サービスの対象外です。 

 

（注意） 

要支援の方は、有効期間の切れる時期に総合事業（予防・生活サービス事業）に移行します。 

平成30年3月実績分までは、指定事業所内で予防給付と予防・生活サービス事業の請求が同時発生する

可能性があります。 
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1.9 基本チェックリスト 

 

 予防・生活サービス事業の対象者かどうかを判断するための基本チェックリストは、下記のとおり

です。（対象者かどうかの判断基準についても掲載） 
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基本チェックリストについての基本的な考え方は、次のとおりです。 
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〔注意点〕介護保険最新情報 Vol.396（平成 26年 10 月 1日）第 4の問 3 

基本チェックリストを実施して行うサービスの区分の振り分け結果に不服がある場合でも、行政

審査法による不服申し立ては適用されません。その理由は、チェックリストの質問項目の趣旨を

聞きながら、本人記入により状況を確認していることや、希望があれば要介護認定を受けること

ができることなどから適用は受けないとされています。 
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1.10 サービスの併用と多様なサービス（ＡとＢ）について 

 

訪問型サービス（現行相当、緩和Ａ、住民主体Ｂ）、通所型サービス（現行相当、緩和Ａ、住民主

体Ｂ）については、前述のとおりですが、ここではサービスを組み合わせて使う場合の注意点につ

いてご説明します。（下記において、通所型サービスを例示していますが、訪問型も同様です） 

 

（例１）要支援１の方 Ａさん （Ｙ月の利用） 

    緩和Ａのサービスについては、２時間（送迎ありの 1回 310単位）を利用 

ケアマネジメントで、以下のようにサービス利用を行うこととした場合の想定額 

利用されるサービス Ｙ月（31 日間での利用の曜日） 利用者負担額（1割） 

(基本のみ。加算含まず) 1 週 2 週 3 週 4 週 5 週 

訪問型サービス（現行相当） 月曜 月曜 月曜 月曜 月曜 月額 1,168 円 

通所型サービス（現行相当） 水曜 × 水曜 × 水曜 日額 378×3回＝1,134円 

通所型サービス（緩和Ａ） × 水曜 × 水曜 × 日額 310×2 回＝620円 

福祉用具レンタル（つえ等） － 月額 1,000円 

合  計  合計 3,922 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）要支援１の方 Ｂさん （Ｙ月の利用） 

緩和Ａのサービスについては、２時間（送迎ありの 1回 310単位）を利用 

ケアマネジメントで、以下のようにサービス利用を行うこととした場合の想定額 

利用されるサービス Ｙ月（31 日間での利用の曜日） 利用者負担額（1割） 

(基本のみ。加算含まず) 1 週 2 週 3 週 4 週 5 週 

訪問型サービス（現行相当） 月曜 月曜 月曜 月曜 月曜 月額 1,168 円 

通所型サービス（現行相当） × × × × 水曜 日額 378×1 回＝378円 

通所型サービス（緩和Ａ） 水曜 水曜 水曜 水曜 × 日額 310×4回＝1,240円 

福祉用具レンタル（つえ等） － 月額 1,000 円 

合  計  合計 3,786円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援１で 1割負担の方の場合、 

通所型サービスの利用は、合計月額 1,647 円（1,647単位）が上限です。 

Ａさんの場合は、現行相当 1,134円＋緩和Ａ620円＝1,754円で上限超加です。 

 ↓ 

通所型サービスの利用回数を 1回分調整したり減らしたり、 

または現行相当又は緩和Ａのどちらか一方の利用に変更する必要があります。 

※現行相当のみ利用＝月額 1,647円  緩和型Ａのみの場合 310×5回＝1,550円 

５週ある月は要注意です。 

要支援１で 1 割負担の方の場合、 

通所型サービスの利用は、合計月額 1,647 円（1,647単位）が上限です。 

Ｂさんの場合は、現行相当 378円＋緩和Ａ1,240円＝1,618円で上限以内です。 

 ↓ 

このままのプランで、サービスをご利用いただけます 
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緩和型サービスＡと住民主体型サービスＢについて 

 

 

訪問型サービスＡとＢについて 

 

サービス種別 訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

訪問型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

サービス内容 生活援助等で、調理・掃除等やその一部介

助、ゴミの分別やゴミ出し、買い物の買い物代

行や同行 

住民ボランティア、住民主体の自主活動と

して行う生活援助等で、布団干し、階段の

掃除、買い物代行や調理、ゴミ出し、電球

の交換、代筆等 

人員 ・管理者※  専従１以上 

・従事者   常勤換算 1.0以上 

 【資格要件：介護福祉士・介護職員初任者研

修等修了者又は一定の研修受講者】 

・訪問事業責任者  従事者のうち必要数 

 【資格要件：従事者に同じ】 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の

他事業所等の職務に従事可能。 

従事者  必要数 

運営上のルール 従事者の清潔の保持・健康状態の管理、従事者又は従事者であった者の秘密保持、事故

発生時の対応、廃止・休止の届出と便宜の提供 

※訪問型サービスＡの場合は、必要に応じて個別サービス計画の作成 

報酬又は単価 30分以内 

160単位/回（1単位 10円） 

 

30分超 

240単位/回（1単位 10円） 

 

30 分以内、30 分超については、サービス提供

の 1日の所用時間（合算）で判断する。 

1時間あたり 

市 700円、利用者 200円 

 

利用料 報酬の１割 1時間 200円 

請求方法 国保連請求 市へ直接請求 

 

訪問型サービスＡを実施されたい事業所は、指定申請が必要です。 

（現在、松阪市では委託方式での訪問型サービスＡは予定していません） 
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通所型サービスＡとＢについて 

 

サービス種別 通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 

通所型サービスＢ 

（住民主体による支援） 

サービス内容 高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する

通所事業で、ミニデイサービス、運動、レクリエ

ーション活動 等 

自主的な通いの場で、体操・運動等、趣味

活動等を通じた日中の居場所づくり、定期

的な交流会・サロン 

介護予防運動の実施が必須 

人員 管理者※ 専従 1以上 

従事者  ～15人専従 1以上 

 15人～ 利用者 1人に 0.1人以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の

他事業所等の職務に従事可能。 

従事者  必要数 

運営上のルール 従事者の清潔の保持・健康状態の管理、従事者又は従事者であった者の秘密保持、事故

発生時の対応、廃止・休止の届出と便宜の提供 

※通所型サービスＡの場合は、必要に応じて個別サービス計画の作成 

報酬又は単価 利用 1回（２時間以上） 

（送迎体制なし） 260単位/回 

（送迎体制あり） 310単位/回 

 

利用 1回（５時間以上） 

（送迎体制なし） 280単位/回 

（送迎体制あり） 330単位/回 

 

利用回数 

要支援 2は週 2回程度 

要支援 1は週 1回程度 

事業対象者は週 1回程度 

開設費（補助） 

1施設で 20万円まで 

（ただし消耗品はうち 10万円まで） 

 

運営費（補助的委託） 

開催 1回につき、2,500円 

ただし 1開催で参加者 5人を下回らない 

1週間に 1回以上の開催 

年額の上限は 36万円 

 

（要支援者等の半数以上参加が条件） 

年１回は、自主的にチェックリストを実施 

利用料 報酬の１割 基本的に実費のみ（食事代など） 

請求方法 国保連請求 市へ直接請求 

 

通所型サービスＡを実施されたい事業所は、指定申請が必要です。 

（現在、松阪市では委託方式での通所型サービスＡは予定していません） 
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2.1 総合事業にかかる関係要綱や様式について 

 

要綱について（現在、整備中です） 

・松阪市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱 

・松阪市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する要綱 

・松阪市介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号事業訪問介護相当サービス、通所介護相当サービ

ス及び介護予防ケアマネジメントＡの人員、設備及び運営に関する基準要綱 

・松阪市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスＡの人員、設備及び運営に関する

基準を定める要綱 

・松阪市介護予防・日常生活支援総合事業に係る通所型サービスＡの人員、設備及び運営に関する

基準を定める要綱 

※参考資料として、訪問型サービスＡ及び通所型サービスＡの運営規程を提示（予定） 

※上記のほかに、住民主体型サービスＢの要綱を定める予定 

 

 

様式について（現在、整備中ですが、これまでの県への申請関係書類とほぼ同じ様式です） 

・（事業実施にかかる）指定申請書 

・（    〃   ）指定更新申請書 

・（    〃   ）指定通知書 

・（    〃   ）変更届出書 

・（    〃   ）廃止・休止・再開届出書 

※上記のほかに、付表等の必要書類を定める予定（これまでの県への提出書類と同じ様式です） 
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2.2 総合事業にかかる主な質疑応答 

 

下記の表にある「対象者確認」とは、対象者確認票を用いて要介護認定の申請の必要があるかどうかな

どを確認するものです。まず対象者確認を行い、次にチェックリストに進みます。 

最初に希望者から 

相談を受けた機関 

新規申請 更新申請 
備  考 

対象者確認 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 対象者確認 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 

居宅介護支援事業所 ○ 実施 × しない ○ 実施 ○ 実施  

地域包括支援センター ○ 実施 △ 実施 ○ 実施 △ 実施  

市（本庁、振興局） ○ 実施 ○ 実施 ○ 実施 ○ 実施  

新規申請 

居宅介護支援事業所は確認できるが、チェックリスト自体は市の調査員が行うこととなります。 

地域包括支援センターの窓口に本人が来所された場合は、その場でチェックリストを実施。（△） 

一般的には、家族等の来所時に対象者確認を行い、その後、市の調査員が自宅で本人にチェックリス

トを実施します。 

更新申請 

居宅介護支援事業所はチェックリストも実施できます。（代行業務） 

地域包括支援センターの窓口に本人が来所された場合は、その場でチェックリストを実施。（△） 

 

 

（問４） 

サービスの利用を希望された場合、①現行相当のサービス、②サービスＡ、③サービスＢ、どれを利用

してもらえば良いのかわからない。サービスを選定するためのフローチャート等を示してほしい。 

（市のＱ＆ＡのＢ010参照） 

訪問型サービスについては、まず身体介護が必要な場合、そして認知機能の低下や心身の障がいの有無、

退院直後である、ゴミ屋敷になっているなど生活環境も考慮のうえ必要であれば現行相当のサービス利

用を勧めてください。 

訪問型サービスＡを行う事業所は現在ありませんが、調理、買い物、ゴミの分別等の日常生活の支援に

限定される場合はサービスＡを勧めることが望ましいものとします。またサービスＢを行う団体も現在

ありませんが、主に住民主体で行うサービスであり、軽微な援助となります。 

訪問型サービス 望ましいサービス利用として想定される内容 

①現行相当 身体介護が必要など（本人の認知機能などの状況、生活環境などを考慮） 

②サービスＡ 生活援助（例：調理、買い物代行や同行、ゴミの分別など） 

③サービスＢ 軽微な援助（例：電球交換、ゴミ出し、すこし重い物の室内移動など） 

※上記のサービスＢには、高齢者福祉サービス「在宅生活支援事業」は含まない。 

 

通所型サービスについては、事業対象者のうち、基本チェックリストにて「生活機能全般」「運動機能」

「栄養状態」「口腔機能」「閉じこもり」「物忘れ」「うつ」のうち１項目のみリスク該当される方は、通

所型サービスＢを勧めることが望ましいものとします。特に「閉じこもり」「物忘れ」「うつ」に該当の

場合は、より望ましいものとします。 

なお複数の項目で該当した場合は、これまでの現行相当サービスやサービスＡを勧めるのが望ましいも

のとします。 

通所型サービス 望ましいサービス利用として想定される内容 

①現行相当 機能向上型のデイ（チェックリストで複数該当。本人状況や環境を考慮） 

②サービスＡ 短時間型のデイ（チェックリストで複数該当。短時間希望者など） 

③サービスＢ 週１回の運動等集いの場（チェックリストで１項目のみリスク該当の方） 

 

 

（問３） 

新規や更新（要支援からの更新、事業対象者からの更新）のときのチェックリストは、誰が行うのか。 
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（問５） 

ケアマネジメントを委託する場合に、業務委託契約は必要か。 

総合事業を利用するにあたり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントが必要です。したがって居

宅介護支援事業所へ委託する場合は、支援とマネジメントどちらの場合になっても問題ないように、両

者に対応した委託契約を結ぶ必要があります。（１つの契約とし、それぞれ別様式とはしません） 

 

 

ケアマネジメントも、介護予防支援と同じように、三者契約となります。 

 

 

要支援の方について、総合事業が始まった場合の事業所との委託契約書等については次のとおりです。 

利用者 サービス内容 包括支援センターや居宅介護

支援事業所（2 者・3 者間契約） 

訪問・通所の事業所 

（利用者との 2 者間契

約） 

要支援 

（契約中の方） 

サービス内容が実質

かわらない場合 

(現行相当サービス) 

利用者との覚書、同意書等 

（新規の委託契約までは不要） 

同左 

（契約変更までは不要） 

要支援 

（契約中の方） 

サービス内容が実質

変わる場合（緩和型

サービスの提供等） 

新たな契約が必要 

（同法人内で現行相当

と緩和型サービスを実

施する場合、一体型の契

約や運営規程なども可） 

※運営規程、重要事項説

明書等も新たに必要に

なります。 

要支援 

（契約無し） 

サービス内容を問わ

ず 

新たな委託契約が必要 

（介護予防支援とケアマネジ

メントが一体型の契約も可） 

※運営規程、重要事項説明書等

も新たに必要になります。 

サービス 

事業対象者 

 

 

次の例示を参考にしてください。 

 

（問６） 

ケアマネジメントＡ・Ｂ・Ｃいずれかを委託する際に、三者契約は必要か。 

（問７） 

利用者と事業所の委託契約等について、どうなるのか。 

（問８） 

要支援の認定が切れて、次の更新での期間がどのように変わるのか具体的に示してほしい。 
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※介護保険最新情報 vol.450 平成 27年 3月 31 日）第 4 の問 4 

要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始し、また要介護者はサービス事業を利用することがで

きないため、サービス事業のサービスを利用した対象者が要介護１以上の認定となったことにより全額

自己負担となることを避けるため、介護給付の利用を開始するまでの間はサービス事業によるサービス

の利用を継続することを可能としています。 

ご質問の場合、要支援認定申請と同時に、給付サービスである福祉用具貸与の利用を開始しているため、

申請日に遡って要介護者として取り扱うか、事業対象者のままとして取り扱うかによって、以下のよう

な考え方となります。 

① 要介護者とするなら、事業のサービスは利用できないため 総合事業の訪問型サービスの利用分が全

額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付対象となります。 

② サービス事業対象者とするなら、総合事業の訪問型サービスの利用分を事業で請求することができ、

福祉用具貸与が全額自己負担となります。どちらがよいのか、自己負担額を考えながら、利用者の方に

選択していただくことになります。 

 

 

 

（問９） 

事業対象者として予防・生活サービス事業（総合事業）の訪問型サービスを利用していた方が、要支援

認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランに基づいて総合事業の訪問型サービスと福祉用具貸与を利

用していたところ、要介護１と判定された場合は、総合事業の訪問型サービスの利用分は全額自己負担

になるのか。 


